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※赤の実線は現在の堤防です。

天端舗装

コンクリート
ブロック

一部コンクリート堤防

自然石および擬石ブロック

階段またはブロック(自然石および擬石ブロック）

　
「
虐
待
」と
は
、
保
護
者（
親
権
を

行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
ほ
か

の
者
で
、
児
童
を
現
に
監
護
す
る
も

の
）が
そ
の
監
護
す
る
児
童（
18
歳
に

満
た
な
い
者
）に
つ
い
て
、
身
体
的

虐
待
・
性
的
虐
待
・
ネ
グ
レ
ク
ト（
育

児
放
棄
）・
心
理
的
虐
待
に
係
る
行

為
を
行
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
し
つ
け
」の
つ
も
り
で

行
っ
た
行
為
で
も
、
子
ど
も
の
心
に

深
い
傷
を
残
す
だ
け
で
な
く
、
貴
い

生
命
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

虐
待
で
あ
る
か
否
か
は
、
子
ど
も

の
視
点
に
立
ち
、
子
ど
も
自
身
が
苦

痛
に
感
じ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
観

点
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
子
ど
も
か
ら
の
小
さ
な
サ
イ

ン
で
も
大
人
た
ち
が
受
け
止
め
、
発

生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
大
切
で
す
。

 

児
童
虐
待
の
現
状

　

本
市
に
お
け
る
児
童
虐
待
に
関
す

る
相
談
件
数
は
、
平
成
20
年
度
に
寄

せ
ら
れ
た
家
庭
・
児
童
に
関
す
る
相

談
延
べ
件
数
３
７
６
件
の
う
ち
、
１

３
８
件
で
あ
り
、
４
割
弱
を
占
め
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の

何
倍
も
の
児
童
虐
待
が
潜
在
的
に
行

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
年
の
核
家
族
化
に
よ
る｢

育
児

の
孤
立
化
」や
地
域
に
お
け
る
連
帯

意
識
の
希
薄
化
が
児
童
虐
待
を
密
室

化
さ
せ
て
い
ま
す
。ま
た
、「
し
つ
け
」

と「
虐
待
」の
区
別
が
難
し
い
こ
と
な

ど
が「
児
童
虐
待
防
止
」へ
の
取
り
組

み
を
複
雑
に
し
て
い
ま
す
。

 

本
市
の
取
り
組
み

　

本
市
で
は
、
警
察
・
医
療
機
関
・

小
中
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
園
・
民

生
委
員
な
ど
20
団
体
で
構
成
す
る

「
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
」を

設
置
し
て
お
り
、
保
護
の
必
要
な
子

ど
も
な
ど
を
地
域
全
体
で
支
援
し
、

問
題
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も

に
、
虐
待
の
予
防
と
早
期
発
見
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
支
援
課
が
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会
の
調
整
機
関
と
な
り

各
機
関
と
連
携
・
協
力
し
て
要
保
護

児
童
の
支
援
・
対
応
を
個
別
の
ケ
ー

ス
会
議
を
開
き
、
協
議
し
て
い
ま
す
。

 

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
　
　

　
　
　
守
る
た
め
の
五
カ
条

① ｢

お
か
し
い｣

と
感
じ
た
ら
迷
わ
ず

連
絡（
通
告
）

②�「
し
つ
け
の
つ
も
り
…
」は
言
い
訳

③�

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い（
ま
ず
は
、

相
談
す
る
）

④�

親
の
立
場
よ
り
子
ど
も
の
立
場

（
子
ど
も
の
命
が
最
優
先
）

⑤�

虐
待
は
あ
な
た
の
周
り
で
起
こ
り

う
る（
虐
待
は
特
別
な
こ
と
で
は

な
い
）

 

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら
…

■
通
告
・
相
談
窓
口
に
つ
い
て

　

▼
相
談
専
用
電
話
・
フ
ァ
ク
ス

　
　

０
９
９
６（
２
０
）６
３
４
３

　
　

０
９
９
６（
２
３
）５
０
８
８

　

▼
本
庁
子
育
て
支
援
課
直
通

　
　

０
９
９
６（
２
２
）８
１
１
５

　

 　

 （
音
声
案
内
後
２
３
５
０
）

■
子
育
て
・
子
ど
も
・
妊
婦
の
相
談

　

市
民
健
康
課
健
康
指
導
グ
ル
ー
プ

　

０
９
９
６（
２
２
）８
８
１
１

■
子
ど
も
の
あ
ら
ゆ
る
相
談

　

県
児
童
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　

０
９
９（
２
６
４
）３
０
０
３

■
不
登
校
・
知
的
障
害
な
ど

　

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

　

０
９
９（
２
９
４
）２
３
１
１

■
差
別
・
い
じ
め
な
ど
人
権
相
談

　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

０
９
９（
２
５
９
）７
８
３
０
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ス
ト
ッ
プ
！

守
ろ
う
よ　

未
来
を
見
つ
め
る

　
　
　
　
　
　
　

小
さ
な
ひ
と
み

毎年11月は、児童虐待防止推進月間です。

虐
待

児童虐待の定義
���①身体的虐待
　一方的に殴る・ける、投げ落と
すなどの暴力を振るう、食事を与
えない、タバコの火を押し付ける
など、子どもの体に外傷や影響を
負わせたり、冬に戸外に締め出
す、身体を拘束するなどの行為

���②性的虐待
　性的行為の強要、性器や性行為
を見せる、ポルノグラフィーの被
写体にするなどの行為

���③ネグレクト（教育･育児放棄）
　子どもの意思に反して学校な
どへ行かせない、病気になっても
病院に連れて行かない、ひどく不
潔にするなど子どもの心身の正
常な発達を妨げ、監護を怠るなど
の行為

���④心理的虐待
　言葉による脅し、無視、拒否、
兄弟間の差別的扱い、子どもの目
の前でのＤＶ（夫やパートナーか
らの暴力）などで、著しい心理的
外傷を与えるなどの行為

川内川市街部左岸地区堤防の
質的強化対策工事について

　国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所では、川
内川左岸向田地区堤防の肥薩おれんじ鉄道橋〜開戸橋
（Ｌ＝約 1.1km）までの間の堤防強化対策工事を実施す
ることにしています。【下図参照】

（工事期間：平成21年10月〜22年５月を予定）

　また、市においても同工事に併せ、国や地域の皆さま
と連携して、河川の利活用計画を定め、まちと水辺が融
合した良好な空間形成の推進を図ることにしています。
　ここで、向田地区の堤防強化対策工事の概要について
紹介します。

鉄道橋

太平橋

開戸橋

川内川

堤防強化対策工事区間

河川空間の整備対象区間

隈之城川

堤防強化対策工事区間
※用地買収は伴いません。
※ 既存堤防を開削し、新しい堤防を造っ

た上に自然石などで被覆します。

■�堤防の全体をコンクリートや自然石などで覆うことで、浸透に対する安全性を確保します。
　 ＝老朽化が進んでいた堤防のすべり破壊に対する安全率が高まります
■�現在の堤防の上部をコンクリート壁の構造にすることで堤防天端幅が広くなります。
　 ＝ ３ｍ程度の幅が、広いところでは６ｍ以上になる場所もあり、水防活動や利活用スペースとして

利用できます
■�堤防整備に伴い、護岸や坂路、高水敷などの有効利用が可能となります。
　 ＝護岸タイプを自然石や階段形式などにすることで、景観への配慮や親水空間として利用できます

整備の効果として…

　工事中はご迷惑をおかけしますが、川内川市街部の治水安全度の向上および良好
な河川空間や景観の創出に向けて市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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